
 

別の新聞記事で、京都の弁護団は 

「１、２年ごとに支払う更新料（再契約料）も合理性が 

あるかは疑問だ」と発言しています。 

 

更新料（再契約料）についても、消費者の利益を害する条項にあて

はまる可能性が高いと思われます。つまり、入居者の相談を受け、 

消費者団体(第三者)が家主を訴えることが可能になります。 

(※今回の新聞記事には、請求先を「企業」と記載していますが 

  「個人(家主)」も含まれます。) 

 

また更新料(再契約料)は、他の地方ではほとんど存在せず、京都

独特の慣習です。新築の賃貸マンションでも、礼金、更新料（再契

約料）がない物件が増えています。 

２００７年６月に消費者団体訴訟制度が施行されると、更新料

（再契約料）、礼金を入居者からいただくことが難しくなるかもし

れません。 
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